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こ
の
訓
令
は
、
平
成
十
三
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 
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こ
の
訓
令
の
施
行
の
際
現
に
商
工
観
光
労
働
部
職
業
能
力
開
発
課
技
能
五
輪
推
進
室
に
勤
務
を
命
ぜ

　

ら
れ
て
い
る
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令
の
発
せ
ら
れ
な
い
限
り
、
同
一
の
勤
務
条
件
を
も
っ
て
、
商
工
観
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労

　

働
部
職
業
能
力
開
発
課
技
能
五
輪
・
ア
ビ
リ
ン
ピ
ッ
ク
推
進
室
に
勤
務
を
命
ぜ
ら
れ
た
も
の
と
す
る
。
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